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地域医療従事者育成支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、地域医療に携わる医療従事者の確保及び育成を目的として、別表の第１

欄に掲げる病院（以下「補助事業者」という。）が実施する地域医療従事者育成支援事

業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して

は、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）に規定するもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金の交付の対象となる経費及びその補助率） 

第２条 前条に規定する事業に対する補助率又は補助額は、別表の第２欄に定める対象経

費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額に、別表の第３欄に定める補助率

を乗じた額とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金交付申請書及び添付書類の様式、提出期限） 

第３条 補助事業者は、知事が指示する日までに補助金交付申請書（様式第１号）に関係

書類等を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入に係る消費税額として

控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に

よる地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以

下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額が明ら

かでないものについては、この限りではない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第４条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、事

業変更承認申請書（様式第２号）を提出し、知事の承認を受けること。ただし、補助

対象経費相互間において、いずれか低い額の２０％以内を増減させる場合、又は、補

助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を

受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りではない。 

（２）補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業（中止・廃止）承認申請書（様

式第３号）を提出し、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 



（４）知事は、第３条第２項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認め

たときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付決定するも

のとする。 

（５）知事は、第３条第２項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定におい

て減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（実績報告書の様式、提出期限） 

第５条 補助事業者は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算し

て１箇月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期

日までに、事業実績報告書（様式第４号）に必要関係書類を添え、知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の交付方法） 

第６条 補助金は、精算払いとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第７条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した器具（以下「取得財

産等」という。）については、知事が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して別に定める期間（以下「財産

処分制限期間」という。）を経過するまでは、知事の承認を受けないで、取得財産等を

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しては

ならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（様式第５

号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のう

 ち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

 担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させる

 ものとする。 

 

（書類の保管） 

第８条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算

 して５年間、整備保管しておかなければならない。 

 



（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第６号により速やかに、知事に報告しな

ければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は知事が別に定め

る。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年１０月１３日から施行する。 

２ この要綱は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 

 

   附 則 

１ この要綱の一部改正は、平成２３年４月１２日から施行し、平成２３年４月１日から

適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

１ 対 象 病 院 ２ 対 象 経 費 ３ 補助率 

・市川三郷町立病院 

・社会保険鰍沢病院 

・医療法人峡南会峡南病院 

・身延町早川町国民健康保 

険病院一部事務組合立飯

富病院 

・公益財団法人身延山病院 

・医療法人財団交道会しも 

べ病院 

 

(1)中期研修（６か月単位） 

①医師を対象とする研修 

②看護師を対象とする研修 

・山梨県峡南地域医師育成後期研修プ

ログラム又は山梨県峡南地域看護師

育成研修プログラムによる研修者の

募集、受入れ及び研修の実施に要す

る経費 

ア 研修受入れに係る備品等の調達 

イ 資料作成、参考図書購入 

ウ プログラムの印刷製本 

エ プログラムの広報 

オ 研修指導医等の先進地視察 

カ 研修講師・指導者への謝金 

キ その他事務費（消耗品購入等） 

 

(2)一般研修（随時） 

・現在、地域で医療等に従事している

者を対象とする研修の実施に要する

経費 

ア 資料作成、参考図書購入 

イ 先進地視察 

ウ 研修講師・指導者への謝金 

エ その他事務費（消耗品購入等） 

１０／１０ 

 

 



（様式第１号） 

第         号 

平成  年  月  日 

 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

                        所在地 

                        団体名 

                        代表者名        印 

 

 

 

地域医療従事者育成支援事業費補助金交付申請書 

 

 

 このことについて、地域医療従事者育成支援事業を別紙計画書のとおり実施したいので、

地域医療従事者育成支援事業費補助金交付要綱第３条第１項の規定により、次のとおり申

請します。 

 

１ 補助金申請額   金        円 

 

２ 添付書類 

（１）経費所要額調書（様式第１号の１）  

（２）事業計画書（様式第１号の２） 

（３）収支予算書 

（４）その他参考となる書類 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２号） 

第         号 

平成  年  月  日 

 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

                        所在地 

                        団体名 

                        代表者名        印 

       

 

 

地域医療従事者育成支援事業費補助金の事業変更承認申請書 

 

 

 平成  年  月  日付け医第   号で交付決定のあった地域医療従事者育成支援

事業費補助金について次のとおり変更したいので、地域医療従事者育成支援事業費補助金

交付要綱第４条第１項第１号の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 変更理由 

 

 

 

 

 

 

２ 変更内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号） 

第         号 

平成  年  月  日 

 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

所在地 

                        団体名 

                        代表者名        印 

 

 

 

地域医療従事者育成支援事業費補助金の事業（中止・廃止）承認申請書 

 

 

 平成  年  月  日付け医第   号で交付決定のあった地域医療従事者育成支援

事業費補助金について次のとおり（中止・廃止）したいので、地域医療従事者育成支援事

業費補助金交付要綱第４条第１項第２号の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

１ （中止・廃止）理由 

 

 

 

 

 

２ （中止・廃止）内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号） 

第         号 

平成  年  月  日 

 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

所在地 

                        団体名 

                        代表者名        印 

 

 

 

地域医療従事者育成支援事業費補助金事業実績報告書 

 

 

 平成  年  月  日付け医第   号で交付決定のあった地域医療従事者育成支援

事業費補助金の対象事業を完了したので、地域医療従事者育成支援事業費補助金交付要綱

第５条第１項の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

１ 補 助 金 精 算 額   金        円 

 

２ 経費所要額精算書（様式第４号の１） 

 

３ 事業実績報告書（様式第４号の２） 

 

４ 添付書類 

（１）収支決算(見込)書 

（２）補助対象事業の実績を示す写真 

（３）その他参考となるべき資料 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第５号） 

第         号 

平成  年  月  日 

 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

                                                所在地 

                        団体名 

                        代表者名        印 

 

 

財産処分承認申請書 

 

 

 

 地域医療従事者育成支援事業費補助金に係る補助事業により取得した財産を、次のとお

り処分したいので、地域医療従事者育成支援事業費補助金交付要綱第７条第２項に基づき、

申請します。 

 

１ 処分しようとする財産の明細 

 

２ 処分の内容 

 

３ 処分しようとする理由 

 

４ その他必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式第６号） 

第         号 

平成  年  月  日 

 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

所在地 

                        団体名 

                        代表者名        印 

 

 

平成  年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

 

 平成  年  月  日付け医第   号で交付決定のあった地域医療従事者育成支援

事業費補助金について、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したので、地域

医療従事者育成支援事業費補助金交付要綱第９条第１項に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ 事業実績報告額 

                      金        円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

 額 

                                            金        円 

 

３ 添付書類 

（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額算出書（別紙） 

（２）消費税及び地方消費税確定申告書 

（３）その他参考となる書類 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額算出書 

          

 

１ 補助事業者 

 

 

２ 補助事業者の所在地 

 

 

３ 補助事業名 

 

 

４ 県補助金確定額 

 

 

５ 概要 

 

（１）課税売上割合 

 

（２）仕入控除税額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号の１） 

 

経 費 所 要 額 調 書 

 

 （補助事業者名            ） 

（単位：円） 

事 業 区 分 総 事 業 費 

      

（Ａ） 

寄付金その 

他の収入額 

（Ｂ） 

差 引 額 

(Ａ)－(Ｂ) 

（Ｃ） 

対象経費の 

支出予定額 

（Ｄ） 

県補助所要額 

 

（Ｅ） 

備 考 

  

 

     

合  計       

（注）１ 「事業区分」欄には、別表第２欄に掲げる研修項目を記載すること 

２ 「総事業費」欄には、当該事業に係る総事業費を記入すること 

   ３ 「対象経費の支出予定額」欄には、（Ｃ）欄に記載された額を記入すること。 

   ４ 「県補助所要額」欄には、（Ｄ）欄に記載された額を記入すること。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じ

た場合には、これを切り捨てるものとする。 



（様式第１号の２） 

 

事 業 計 画 書 

 

１ 事業の名称 

 

 

２ 事業の目的及び効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業費の算出 

 

 

 



（様式第４号の１） 

 

経 費 所 要 額 精 算 書 

 

 （補助事業者名            ） 

（単位：円） 

事 業 区 分 

 

総 事 業 費 

      

（Ａ） 

寄付金その他の収

入額 

（Ｂ） 

差 引 額 

(Ａ)－(Ｂ) 

（Ｃ） 

対象経費 

の支出額 

（Ｄ） 

県補助 

所要額 

（Ｅ） 

県補助交付決定額 

 

（Ｆ） 

  

 

     

合 計       

（注）１ 「総事業費」欄には、当該事業に係る総事業費を記入すること 

   ２ 「対象経費の支出額」欄には、（Ｃ）欄に記載された額を記入すること。 

   ３ 「県補助所要額」欄には、（Ｄ）に記載された額を記入すること。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、こ

れを切り捨てるものとする。 



（様式第４号の２） 

 

事 業 実 績 報 告 書 

 

１ 事業の名称 

 

 

２ 事業の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業費の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


